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口頭弁謙終務日 率藏鷲 0 年 1 月 1 0 日

判 決

麗!刻薄すれ券良き 4 7 番地

原 告 孵す淺非営利潴鰍法人

市 民 オ ン ブ ズをマン率 券 や ま

伺 代 議 著 理 事 薫 鸚 朧

げ崗 謙 譲 費 鰹 人 妻 謎 圭二◇ 光 成 卓 褻

藏 度 隆 司

鬮藝市内山下二 T 目 4 番淺号

橇 管 髓 山 爆 知 事

夜 ･ 丼 正 弘

饑 訴 識 費 顔 八 弁 護 士 小 林 獲 藪

饑 韓 藤 弘

同 搬 野 漿 司

欝 秋 山 禅学 吏

麓 指 定 代 雙 人 朝 倉 、尉 鰹

同 河 内 機 椿

同 掘 義 和

同 水 内 物 藏

同 性 藤 勇 ま

瀰 蜂 潜 熱 学

1 被告教, !添嬢春人及び桑山騨乏に対し, .各自裟 4 笈鵞 鷲 0 窃円及びこれに対

する率磯 1 7 年 1 繊月 1 讃から支払蕩みまで年 5 勢灘割合による登員を磁山巣



に支払えと舞譜或をせよ。

譲 鰊替誇その象の溝球をいずれも嚢莪きする“

3 謙譲淺費癈は被告鱗類麹とせ奉。

事 姿 及 び 轢 滋

　　 　　

1 被告檄, !事幾春人及び桑山憲之それぞれ,に対し, 各養鶏巨万 1 1 Q Q 円及び

これ反対せ義平成 1 7 年錢月 2 a 日から支払滌みまで年 6 分の割合による姦賞

を榔山県に支払えと薦議藪をせよ。

瀉 被告は, 石井正弘に対し, 6 0 万 2 碆溌 0 円及びこれに対する平成 1 7 年倦

月 裟 3 目参ら支敷済みまで年慨勢溌離合による金員を榔山県に支払えとの語蛾

をせ よ。

3 被醤は, 青山廉に対し, 5 0 方 猛 2 鬘 0 円及びこれに充すする率歳 1 7 年彎月

箋誇目癖ら支払落みまで年 5 封戎}割費によ凝叢賞を魔山漿猛支払えとの命令を

せをよ。

4 該燃費翔は橇管滋負担をする。

簸 事案の雛聽

本件は, 岡山県に所産せ奉轉痒非営利蒲轍法人で蕊姦原告が, 榔山県灘蓉議

員落名の護熟視癈灘嫌費として爾山県が支批した瓣瀦 (以下 ｢本件支讓｣ とい

う。) の蓼為変滋養櫨選熱であり, 滋灘支払分億産簇な支出で為券と主張し,

榔山県に対して, 議員で為鱗小薊褒人 (以下 扇･競｣ という詰 及び元議員の

桑山憾乏 (嶽下 ｢桑山｣ という。} については不当利得として, 支出類麹行為

を専務決蒸した鵺山嫌藤鼻で為羞青山鱗 儀式下 ｢青山｣ という話 には轉鬘又

は鬘大な過毀がある澁で, 地方裔輪法裟 4 3 条ぬ淺凝基小く損害熟す糞として,

支出負担行為の熱叢権者の獨山県知事である石井正弘 (撚下『石井｣ という。)

には青山を指導監督する義務を怠った遺失が為煮ので, 民法上の不法行為に蘂

疼く撻害繁横として, 上記 4名に対して不当に支出した蕊員を請求文は爺砦“#



るよう皺めた (鮒群請求は, いずれ諺議 * 虻ついても, 支出瀦 [兼務勢灘 熱 革

橇行為錐目] の幾で為黍平濱 1 7 年鵞自認 8 報癖らの琵獲所定鞘割合による澤

廷損害姦鱗語蛾で為番。) 事奏である。

1 前提となる事妻 (証拠反ま顔競ら春を事姿は,春篠こ内定認淺根拠を掲流し,

その翁菱は勢いがない事褻である語

義 当事者等

ア 原告は, 麓山嬢に所在ずる特定非営利猪礎法人である。

イ 被告は, 癩山県の執行機簾である。

か 小幾は, 平成 1 7 年 7月既濱竹淹なら現夜に至るまで岡山県議会議賞で為橇

者, 桑山強, 平成 1 7 年 7 月鼠前春ら事裁 1 麓年湾月 2 8 撻まで磯山県議

会議員で為ねコた者である (弁論ぬ圭趣旨為

ヱ 石井は, 平成 1 7 年 7月熟議寮ら現在に至るまで閥山嬢知事で為奉者で

　　　

ガ 青山“" 平成 1 7 年滋月及び藝月当時, 簾山県議会事務局総務議長で聡

った者で義務。

顔 小攪及が桑山の梅外観癈と燕費の支払

ア 小齦及が桑山は, 平成 1 7 年 8 月 1 寮目 (褻下, 特に断らない撥 麩 平

成 1 7 年節月日を指す話 か為同月鷲 4 日 錨 闇 , ドイ ツ めス かエ ー テ ン“

デンマ ｣ 夕を観察先として海外視嫌を行祭発く以下 f本撃とl≦観察｣ という。為

イ 獨山県#& 本件観察勢蕪費として, 以下議を溺頸支払うた。 を淺, 概算

払及び精算の際翁支霞負報行為は, いずれも, 青山灘専決で決叢をした。

鍵 小鸚に対し, 蘂月 1 淺日ころ 〆搬算嫁と して 1 0 $ 方凝 4 1 0 円

雑 桑山に対し, 8 月 1 淺日ころ, 灘襲払と して 1 0 8 寿 9 7 {) “ 円

袴} 券競及び桑山反対し, 鵞月 3 0 日, それぞれ精算として !一方ァ 7 4 4

円“がう (率 孔 8 幼 1 , 1 2 , ま浄 , 1 裔 , 1 7 , 弁 論 誇全慈 賞)

(勢 本件観褻燃費鋒うちの現地交通費



ア 撚式会社ジェイティ…ピ… {繋 下 ｢ジェイ ティ ｣ ど } ｣ と いう語 数 ,

8月箋日, 本件視寮に撥いて癖燕雜謙及び簸行賞発見穰書 (蝉都} を , 溌

月字日, 鱗行賞姦精算書 (攣 8 誘 導 をそれぞれ作成し, 嵐山嬢に提畿も

た。 本件視察の旅費鱒支払掟, これらの燕凝表, 旅行費叢兄穣害及び旅行

巽蛋精算薔に基づいてなされた。

イ 本件視察の嫌費として, ジェイデゼ… ど ｣ 灘旅行費蕪籍婆書{こまれば,

現地溝費と して以下薄合計郷鰓万円潔計上されている“

8 月 1 務日 ブランクアルト率溝からフランクフルト市内のホテルイ ン

8 月 1 7 日

8 月 1 8 日

8 月 潟甕耗

8 月 鰡淺溌

8 月 芝捻 廃

葬一コ ン好ネ ンヂ ル フラ ンク ア ル ト (嶽 下 ｢療テ ルイ ソ耕し-

コンチネ ンタル｣ という。) まで藤終嗽毒をあの事嬢 章費蕊

と して 3 方 6 0 O Q 円

ブランクブル ト ｢ゴミブロダラム｣ 及び ｢環境エコ｣ 観察

のた砕#〉專類事情上代として鞠方 5【} {}卷円

ブランクアルト市内鱗ホテルイ ンを…コンチネンタル春ら

フランクアルト麹藤まで鱗藤繊獲ための鰓鸚車代蓬として礬

方 6 0 0 0 円

ストブタ愈ルム窒濃から媛費場所を総てス トック琳遠ノム市

内灘スカンデギッタコンザネソ褒ルホデルまでの終轍諺た誘

導專辯車機鱗として 7 方 5 0 萎 Q 円

｢皺 ~ 観療後ホテル｣ {ヤルメ醗からすアれソ機を鰹てコ

ベンハ…ゲン市内鱗ス滲 ソディック薪テルコペンハーゲンま

で) 鱒奪還車代袋として 1 5 万円

日本貿易機構及び ｢キールヌポ ｣ ア研究所｣ 槌療鱗を隣籏

専用車袴上費として笈鷲方郷獲 0 寮円

前謎スカソディック淋テルコミンハ * がかからコべしゞハー

ゲン室滋までの専類車費として 4 方祭 0 裔鵞円



これらの專溌車代淺とは難Jに, ス トックホルムとマル〆羸灘袋ぎぐ滋賞蛋と

して一人分 1 方 3 0 0 簔円灘計上されて瀦 麩 さ らに, 麓月 1 9 日ス トッ

ク 穢ノレム で鱗葬タ シー 霧穰 艘 護鯰進 , 合 計 1 万 1 1 3 4 円封 (學撻樽 5 な

いし 7 ) 及び箋月 2 1 日コペンハーゲンでのタクシー溌頭艘証淺滋, 合計

総郷暮錢円勢 (摯 8 の鋺ないし淺 0 ) が添付さ才じてい義。

繃l…自爆が!事瀦及び桑山に支払った旅費には, 各 2 銭方郷 3 6 3 円窺現地

変速費が営まれているが, これは, 翼下の合計で為姦。

が} 前記精算書記載榛音計鯛 5 万円の専用車巽登ぬ 2 分の 1導こ当売る錢ァ

方 6 0 0 0 円

雑 載認ダタシー受精合計 1-霧 4 7 淺 8 円の鷲勢雍 蟻と当たる 7 3 6 3 円

等} ス トツタ ホル ふと マル〆 麗 の一人 分 灘列 車期'塗 1 方 8 裔 Q 獲円

岡山嬢議会議員拗海外観察の蕪締費翔支出滋擬製法省

鬮u鬘凝議会議員隣藤外観嬢溌燕行費用については, 厩山県議会鐐議賞の

鱗灘及び藪類弁償等に翻す磯条例淺条箋壤ただも書に溺いて, ｢外国嫌指

の場合におけ義費癪弁償そについては,国家翁濃員等簿燕費に馨する法律 {以

下 ｢瀦費橇｣ という語 中指定穢議職務にある者の外国鱗行反関する規定

諺楓により算出した額とせ蘂ゞ を定められている。

難費淺は, 以下のと浚きり窓滝てい凝。

　　　　　　　

7 蕊 麓養獲, 最も縦濱的な薦常灘凝鸚及び方法に丼蓼燕行した場脅鰺

鱗費によ疑勢十礬する。 廻し, 裟務上窺蘂要文嬢天災を捧艘やむを得

ない事情に測鰺最も経済燕な通常鱗経路文は方法“こま蓚て鱗行も難

い場音には, を薦現にようた滌鷹及び方法によって計算する。

第 a 章 (外国旅行の燕費}

8 4 条黛項 車賃の顔は, 爽費競によ義。

なお , 8 淺条に淺いて滌邁竇, 3 鯰条に凝いて鷲簾, 3 4 条 1 壤に滋い

き
; (鳰

ア

ず



て碗窒簿について詳細な定めをしてもなる。

か 廉山県議会議員反対する海外飜濃ぬ場合灘蕪費の支出は, 以下“〉≠絲に

よって行わ才ちてい蘂 {鰕 4 , 6 , 乙淺 , 謎 窺, 弁論の童趣旨も

炉} 複数鍵燕轡業者春 も 巍空賞, 魂地変速隷, 燕行礬費溌等癈, 行穫等

内饗期浚箕iを競らぬ≦反した見積毒を檄寂ず券。

馨} 議会事務濃において海外旅行鱒旅費計算藤を作磯する。

凝 議会事務局において旅行爺肴書を作成する 癖“山縣職員等鱒燕癈に鱒

ず義条観 4 漿為

鉾 議員湧燕行撚肴書について議長濃蘂を行う。

瀦 議員から旗費請求を行う {麓山爆蒜脅髪熱等の鱗費に讓せ姦条湖 1詠葉 1

項も

湖 支溌負担行為淺議舂兼支出蕪令書鍵拝成を決裁を行う {鏑山嬢財務規

則銭 3 条, 籔 8 条九

鱒 激語機馨による審齋“癈認を行う (同規則 8 8 条 , 8 4 条為

桝 議員へ滋旅費の支難 く綴雙払) を行彰 (機山県議会灘議員の報酬及び

礬籟弁償等に翻す姦条例箋条 1項, 地方自治法施行橇 1裔淺条 1号九

桝 議農諺鶏褻と帰国

純 議会事務遼にて精算手続を湾う く撥山嬢職員繁の旅費に讓する条例 1

3 条 1 項, 甕壤為 具体的濫獲, 滋養事務局総, 議員に対し, 巍襲変更

滲右鱗, 鱗行行穫雙の確認をするとともに, 議員から期湖が橇議でき為

穰廳書などを提議してもらい,旅行叢者ぬきらは精算書を提出してもらう。

{琵 原醤孜, 宝粁歳 1 8 年 7月 1 4 日, 本件につき, 癈山爆簸査萎員に対し, 被

告が, 小獨, 桑山, 若井巍が青山に対して, 岡山嬢ハ~の塗員の支払をするよ

う反譫壤することをま澁る住民廉森請求をしを。

(務 癩山縣磁蜜議員は, 平成 1 8 年 g月ァ 乱 上溌監糞請求を褻翻し, を滲透

知は, 同月 淺 協 原告に到達した く拜謙鱒条趣旨ね



{湾 原告は, 平成 1 蘂年登月 2 8 日, 本件訴えを提庭もた“

　 　　　
　

(赫 本件橇褻に専用車を使用するにつき ｢公務上#)必要文は表彰蕁その他やむを

得ない事情｣ ズ義春在も、淺といえるか

く誇 支鸚されを専用車費養が現襲爵専用車代叢を上蹴ってい蘂春及び專籍車が

視察灘ため雍務檄銀弱、ぬ淺養なに蔑籍きれているか

鸚 3 争点に関する当事者諺主穣

1 華点競について

(原告の主張〕

{議 事件視鱗において利用したときれる専籟車代念は, いずれも, 専用車橇瀦

が)滋要がなく, 費鸚が高類に過 ぎるので, 『最も総務薦な通辯の磁路及び方

法により燕指した場合選と該当せず,また,專瀦蘂を蔓賎せざ機を得ない ｢盪

霧上翁必要文は天災を灘触やむを得ない事情｣ はな奉ったから, ｢最も経済

的な通常の凝路蕊が方渋にま鱒旅行した場合｣ 嬢報窓費難を超え奉部分鱒支

出は蓬橇で為義。

{2} 以下節と盪 務 本件鱗薄!莉車使用のど擬場面でも, 專賎車後難の必要嫁な

もち

了 ブランクアルト国滌蕊溝寮ら群テルイ ン夕も‐コンテネンがルメ錺存在する

フラソダアルト市中心部まで減約 1 箋麺穢で, 地下嶽群遂行 もて潟 凝 その

料金 強 はコ‐｣ 擬 《4 2 6 円) で為義。 地下嶽鰍 ･ 同;筑鬘舟簾でタクシーに

嚢車も。たとしても, 二人分齢地下鉄料姦と##せを塗料蕊は 2 穰蘇寮円を躯

えないと推定され番。

また, 同率鷲から購氷靜ノ財まで鱒全鬘機についてタタジーを利麗 した場

合諦推定料蕪は霧 6 コ. ｣ ¥ヌ (き 5 5 G 円) で, 高くとも難 0 0 簔円を灘え

ないと推定され義。

崗臺淺承ら瀰ホテルまでの新要務関隊, 地下皺刺鸚砕場合 (地下轆 1 裔



分, ツラレノダアルト中央驚きから同ホテルまでは 5 獲 套貫資1 で 義 家}ヂタシ…で

6 薄から ]- {)分),ががシー爵場合とも簿寮分参ら笈 6 奢である (挙 1 8 九

よ恭て, 崗寮溝と繭ホテルとの間の秘嗽に専用車を後孵す黍必要はない。

フ ラ ンク ア ル トで 鉾視 察 糞 壽 為為 『F 度 $ ｣ , 鞠滋se穢れuse簑 及 び 鞠謎

所在のス ｣ パ ｣ 媛 ｣ ケラト (及びコメルツ緻行タワ…) は, いずれも市の

中毒部に近《 , ホテルイ ンタ渋コンテネン歩ノしから裟ない し鱗総鱗鱸圏内

に為義 (群 4 0 九 いずれについても容易に穿タ シーが利瀦でき, 葬穿か

{ を利麗 した場合務鶏糞受講 1 万円を灘丸ないと推定される。 よって, アラ

ンタアルト市内薦視察先へ“コ諄慈雙に専難事を後崩す奉必要はない。

ス トックさき姦国糠葵溝からヌ薄ンデゼジタコンギネンが熱意テル銹存

在せ為ス トックホルム燕中心部 (ス トックホルム中央駿) までは, 直進錐

高邁列車テーランダ准エクスプレス ◆ トもノイ ソが蝉行 しており, その轡遼

櫨 1 溌 0 8 鬘 K (盪 8 0 0 円) である (攣れ 9 為 同ホ テ ル は , ス トツタ

愈ノし森中央鰍の真肉ぬを溝こある (學淺 G , 鎌 既 4 峩淺 よって , 病率橇

から高ホテルまで鞘藤鬘には噂瀦重を必要と しない。

ス トツタホルム券もマル〆 , オアスン橇を総てコペンハーゲンま楚は直

麓列車が滋転されており (オアスン橋は濱路 ･皺遺桜溌犠で為犠“ 學錢

1丸 コメミンノノ~… ゲ ンま でに 錐麹 車 を利 用 し売場拳な薄 暮 後 は… 人 当 たり 1

方 8 0 0 獲円で蕊雙, マルが で遼中下車せ搖場合に比較して▼人当たりの

轢賞は鐵 0 ◇舒円増加するだけで為券。 マメレメで塗中下車して専鸚車に褻

鰺撓え義必要は糞くない。

コメミアノ＼* ゲンでの日本費易機構及びニールス親ポーテ研究薪鱒観察に

ついて, 鯖本賞易機構はヌカンディッタ群デルコベンハ…テン春ら約 4 0

{} 議為 ニ ｣ ルス膨ポ…ア礦難所は, 爾ホテル奉ら簿 3 総捧位置にあり, い

ずれも満の中心郡な議で, 齋易にヂタジーを利用でき義。 日本竇易機構へ

隣往楽に車蘭を橇孵す羞必要性は極めて疑わしいが, これらへぬ穫麗にタ

イ

寮

オ



メンツ…を利熟 した場合の料姦は“ 1 万円を超えないと推定され煮。よって,

これら滲鵺嬢に専用車を後期する必要蟻ない。

諺 コベソハ * がをノ轉轢空港は, スメコアデイジク憲テルコベンきーゲン春を

約 1 2 麹薦距離にあり, がタ ジーを利用 した場合湊馨姦は 5 0 護 0 円を灘

えないもが〉と推定され義 (鰕裟淺も ホテル宿泊者が奉遷萎で行く鱒に夕 #

ゞ} を利用する薄は極めて蓉易を海襟き崗群テルから榔窒漉き、蓚蓉礎に等

孵車を後鸚ず義必要はない。

鱗 鼠上よ雙, 節 8 月 1 寮 鷲 フうソクアル帝 国賎箋港を事デルイ ンターコン

テネン鼻燕間の專翔車費塗 3 方き【} {}舒円鱗うち, 夢タシ…を彼増 した場合

錐穢鸚総 0 寮 0 円との湊獺に癪滋ずあき万円, 鰯 8 月 1 7 日 , プラ ンタ ア ル

ト市内で鱗 『ゴミプログラム｣ 警視寮ぬ専用車費澁麓万 5 0 0 簔閾 銹う ち,

ヂタ シーを使用 した場合の費用 1 万円との淺賤轢こ考穰当する字方 6 獲 0 g 円 ,

醗 8 月 1 8 日, ホテルイ ンが " コンテネソギルとプランタアル挙 国廉率港濶

の專鸚車代姦 3 方 5 甕 0 0 円のうちがタジー を儀籍 した場合の費瀦 6 懇寮 G

円との淺瀕に類当ず機は方円, 拗謎月 1 淺日, ス トック薪ルム隣藤空満とス

ぬンデギツダコンテネン耕渉穢デル間の専用車費条 7 方蘂暮 0 0 円 錐う ち,

直遼高速麓車を藻窮した場合鱒費!目 6 6 {1 0 円とぬ淺癩に糟当する“方藝 4

毬澄円, 鱗隧月 瀦穢 鼠 ス トがク 群ルド姦 鱒 ス方 ンディ ッタ コ ンチネ ンタ ル耕

穿み, ス トγタ淋ノレ姦中央鰍及びマル〆鱗, オアスソ鵺を獲てス寿 ソディッ

ク z藪穿 ルコハミンノ~ ] ゲ ン翁 専用 車賞 姦 1 6 万円 鱒うち , コザミンノ~ ｣ ゲ ンま で

列車, コペンハーゲン期ぬきら崗群デル蕊でタク シー を橇類し、を場合 # 藪翔 1

万 1 赫 Q O 円の蕊類反撥当する 1 3 方 9 0 (き森円 , 鱗 8 月 裟 箕 嵐 コベンハ

“テン市内での日本簾易機構等観察鱒廉鱗専用車賞蕊 1 2 万羸亞寮寮費か

ら,をタジーを使用 もた場音節費窮鯛 0 0 蔭円を誇淺類に権当ず凝 1 2 万円,

館 8 月 錢 3 熱 崗ホテルとコペンハーゲン国轢率溝閾誇鰓溌車賞裁 4 方 5 0

0 鞭円のうち, がタシーを硬瀦 した場合擬費用 6 Q 舒蔓円と # 淺類に相当せ



る稀万円, 合計郷 6 万円薦中の惨簔万 3 4 {} {}円 安j~幾巍が桑山それぞれに

つき 箋総 方 1 7 0 獲円) ぬ支鸚は滋法である。 よ“て, 原告は, そ錐うち 5

0 万盪念鵞鵞胃 弱･類及が桑山それぞれにつき錢 6 方 1 1 鵞 0 円) 滲ま焉出に

撻いて, 諸窯鱗鱗費鱒と淺駿ぬ判決を蒙め義。

(舘 煉優は, 鰓難事猿窮嫌縦の大半はがタシ…#〉制籍で肴分で為義と主張して

いるので為登て, 童区開について公共変滋機鸚鵡硬瀦を主張しているので礎

な い。

ノミダダ ラ トやパイ ル… トな らばを･ざ知 らず , ツラ アタ アル ト檄テ ム “★イ

ン, ス トラタホルム, コペンハーゲン等の籤菱薄麦定してい橇薦数節女都市

で, 大の大人二人が ｢犯罪等不測諺事故に麓選す義ことを避け義｣ を燐に專

爛車を使用ず痿必要蓬は客観滋に存在しない。

また“ 視察先に対して繃山県議会議員にふさわしい品稜をf疑持ず義を粋に

專翔車を橇翔ず添必要性などない。 と漉ことは, 專燈車が後瀰されている場

合 翁多く 隊ミ ニコー チベマイ ク ロバス ) が億溌 き れて い嚢 こ と 瀞 らもい まを。

競業に, !蝨畿及び桑山は, 巍月 2 0 目のス トジタ 群ノレムをマ ル〆 閥の移 動

に翹囃を利用 して潟鰺, 8 月 1 8 日錐ス トックホルム麹溝と * テル開及び 8

月湾寮日の事ルメとコペンハ ｣ ゲン藤の藤費痣ついて列車を利瀦できない室な

理薦な理由は存在しない。 また, 8 月 1- 9 裔ぬス トジタ ホ ル姦 での夢化学高 齢

発議題麗速鐐機嫌, 8 月 翳 1 目鱒コペンハーゲンでのチボリ翁類観察及が淺

逐 淺 謠目 の コベ ンハ ｣ ゲ ン での J 鷺 T R O 護開諺に漉してがタ シーを使用 して

おり, その橇銹務鬘の滕姜こがクジー鱗使用を廃 して専獺牽を使用 しなければ

ならない合理的皺轢喪は春在しない。

(機告ぬ主張)

事件簿燕行言十藏にないては, 後溝としての鱗湾自薦, 公燕立場を灘蕊して立

てられたものであり,纖崗山県民の液表である漿議会議員が,革案内を土地で,

斑罪等ぬ不測滋事故に麓選す凝ことを避けるために#主 事瀦車誇使用により簸



登性を礎滌ず奉ことが嚢薯であり, また強く要請され義こと, 鱒観察先に対し

て県議套議員としての品位を係隷する必要灘為ること, 鱗複数鱒施設茂嶽ホテ

ル, 窒簸等を効率よく利瀦するた粋には, 公共交濃磯馨よりも専用車群適して

いるこ こ 醗各視察先等#〉“育報腹袋を熱果錢なに行うた脇に檄; 現地事清麗通じ

た灘廉手付き專難事を使用せ義ことが観察目的達成滋た続きに有効なこと等薦理

由から, 専用車梗類が必要であり光。

そして, 蔓燈車代条については, ジェイティービー群現地の杙滋淺蒲から良轤

番をとった上で幾類を決めて溺 既 地域, 距離, 時間等沈ま窃て算出きれた。

溺 争点(2}について

(原簿鱒主張)

朝 仮に, 専用車#〉#吏籟が適法であっても, 本件視猿錐事瀦車代袋の支出は,

以下薦と滋り…部が蓬撫で為義。

ア鱗 岡山県が尊難事イ繞条として支出した金額は, 以下鯵を溺り, 現地弗車

繭蓬選業者に支払われた鱗車賞全薄葉費を大幅に上楓漆でいる。 繃山県

が支出した魚類趣, 現実には, 橇車代淺ぬ姿費に旗行代理店 (掾武芸社

藝ム ラー レ, J 彎廳ヨー搬ツパ及びジェイティー ビー) の鰍機いま教科

を加算もた釜癈である。

げ} 現地吏満濃滋嚢著窺教養蛾窺纖と繃汕嬢鱒支払糞癈を砕比轆

れ ドイ ツ

ドイツで後瀦された f専用 車｣ 錐料 叢と して魂 塊の LLltt籏窟 鞠箋を雛鑿

社懇請賎した糞瀕と, 当該専用車賞として隧山漿潔支議した金額とを

対比すると, 鼠下簿と搦鯵である。

請求凄く甲 3 7 ) 県支鸚条類

蘂月 1 謎日 蜜灘メ》ホテル 銭箋寮 7 円 3 方 鴛蔭 暮 0 円

8 月 1 7 報 ブランクアルト市内 4 方 窓髯 G 薹円 8 寿 6 0 養護円



、

消費観 1 方 1 裟 7 7 円

ノ合計 7 方淺鵞撻 1 円 1 6 万容疑 O G 円

淺選 1 8 聽 愈テノレ~ 率溝 8 淺癈 7 円 き方 寮 0 獲暮円

ね ヌがエーデンリデンマ " タ

ス 夢エトデきみ デ ンマ 濠夕 で 8 月 1 8 日鼠賤に藻淺されたf專臟車｣

灘料金として現地鱒 鰍療養L箋潴 社及びに恭選ぶ鱗1“ 蟻皺ま箋81‘畿 麓が 藷 穢 し

光義額と 当該専用車巽として榔山県潔支増した蕊額とを対比する ね

録下溌と競りである。

′′ 〉

~

藷或書く競は 乱 3 賤) 県支出&癈

琵月 1 8 日 麹縦 ~ ホテル 郷 方 1 6 撻窓円 アガ 6 0 0 0 拷

8 月箋○日 ホテルゞ ~ 泰ッ嬢熱中美皺

摯藤駅 ~ * デル

橇滴行料

溌 裟舒 7 円

はお撻 鯵 1 7 拷

8 翁禽穢円

1 総方 {} {} {}卷円

8 月 2 8 舒 コペンハーゲン市内 攪好き蓼 1 1 円 1 鷲方 5 “ 0 寮円

8 月箋 3 蘇 薪デルゾし率溝 1 万淺 1 鎚淺円 4 方郷○ 舒 0 円

合溌÷ 1 7 万難 7 7 2 円 潟静方 5 0 甕馨円

鰯 旅費獲隷 4,条鷲項が車賞について 『車賞の嶺は, 翼費額によ義。｣ と

定漉てい義滋礬は, 繁事務ふとして公費で支弁される鱒は車繭鐐攪僕者に

支払われ為姿費に獲られる橇費と鯛きれ, それを手配するため爵籤行代

理店の手数料をも包含せ羞趣旨ではないし, 本件のように, 橇車料鐐黎

費を上風奉ようを高率の手数料を傳溌ず義鱗賞ではあり得ない。 したが

藝て, 現地の車満藤選業者に支払あれ淺癈車料の姿費を超える支嚢は遼

　 　 　　　　



イ 現地錐車商藁逡業者に癈車料が支払われてい奉報告にも, 当該事鸚車の

後用瀬, 観察鞘ため鍵蓼嗽滋外沁溺萬でなされている場合には, 当該自薦

外部分究めなかる支出は違法で務義。

本件に凝撃ては, 嵐下諺と淺鰺, 節 8 月ま 7 鼠 ア 夢をノタアルト市内で

鰺專翔車瀦車機関弗 2 分滲ま鑿上, 瘢黎月 1 8 残 ス トツタきlベルメム で薄 專

瀦率鱗車時間の淺奢鱒ま臥上, 筋 8月 2 0 日, マル〆とコペンハーゲン閥
　

で沁専用車溌車時藤ぬ翳分の 1 以上, 癰蘂月 猛 2 淺, コベンハ * がン市内

での事用車橇車鞭閥の 4 0 % 泌上が観察を舞孫のない観光等蓚目的 礒 鸚
ノ

(
きれて い義。

額 8 月 1 7 日 フランクアル ト

専用車諺鱗車は r鯰 時間 , 銭 0 亞愈露1j 砕約遼でなされてい添 (鰹蘂 6 も

とにもが, 同耗溺淺穫は, 視察 麓軽cね護露銭1 ¥ 18 1議 は午載 9 鞭から正午

までで終了して瀦 凝 奪濃は専ら 釘歓鱒寅1鸚 8 3群篠鰭淺糞g {凝議幻 を婢った

悩a l.f da y 嬢毎 t剱増 反充てられてい恭 (鰹淺鯛為 したがって, 報時

簾ぬ糠車製麓藤廉のうち簿時簾搦みが観獺に醸す後時閥で義雄, その会

議 6 f溝濶孜観光など捧観癩鼠養蜂目燕に充てられている。

褒趨, ジェイティービ ｣ に対する調蜜蝋巖籍興には, 1 4 鞭から 1 8

時まではコメルツバンク社談議が行われ愛と誌叢きれているが, 事葵に

演ずる。 なぜなら, 桑山諺観寮報告書 く率鎚箋‐} は礎, 同議行諺報につ

いて登く認識がなく, !事滌誇観察議告書 く攣 6 簗) には, 同銀行を撚も

錐について錐記載はなく , コメルア銀行ビルについて藤議叢と, 同ピル

爺滋最写真が添付されている鱒等であるからである。 コメルツ議行 ピル

は, 数年漱までョ…擬ラバで最も高いピルで務 朧 現地の観光ヌポ学ト

となってい萎場新で, 同日午後にコメルツ瘢行ピル捧搬群をしていると

しでも, 桑山及びノj~鷄ぬ穣寮撥音書鱒蕪誌記燧を耕せ考えれば, それが

観察ではなべ市内観光節…部にすぎないことは競ら春である。

1き



g } 蘂逐 1 8 日 ス トック 淋ル ム

導瀦車藤癪車はれ裟時黛 0 発券ら 1 淺鞭まで鰓籍麗 4 類狩につきなさ

れてい凝 (顯 滋 ≦ ブランクアル ト春らス トジタホルムまで滌航窒犠

、の到着時簾は 1 箋時滋亞分で凝り (率潟囃護 れ国手続等の薪要時間や

昼食時麓を考慮しても, ホテルには幾ら遅くとも 1寮藤には刻薄ずる#ま

ずである。 したがりて, 鯛時麓 4 0 分際燐車褻鈎時橇のうち砂皺べきも

3 鱗間が観光など幼観察以外鰺自薦に充てられている。

擬 8 月 瀉鵞儲 マ ル〆

事幾重の蕪車隣 1頌時 4 8 寿から 1 8 時までき時間 1-念分につきなさ

れてい礒 (攣静淺為 専用車 ( 撚漿嫌え溌は, ミニ * コーチきガイ ド付

きの 発頭誠 報が笈t s溌鋭n嶽 をもた濃にコペンハーゲンに向かい, コベ

ンノ＼* ゲン到着予定時機総 1 8 藤とされている ( 鞠 6為
、
′

マル〆とコベソハ…ゲン間の護嗽車移嗽諺所要時間はどんなに長くみ

ても 1 時閥ま錢発を獺えないので, 3 簿穢れ簿ぬ鱗癒車時開鐐うち, 少

なくとも潟時満が観光など、滲観察以外海目的に充てられている。

(幻 8 月 2 淺月 コペンハーゲン

“尊翔車錐蕪車は 1 1 時蓮舒寿から簾 7 時まで総時廉 3 鵞分につきなさ

れている {挙 3 9 も 当耗は, ジェ トロ謎糠が 1 1 時 3 簔発舷終了した

後, 専用車に疑って昼滋に行き, し参る後に 1 滋養 8 獲ぬに二 * ルス継

ポーア撥究所を誌機す為ことが予定されてい凝。 礎炎新護憲凄ま 鑓痔3

Q 分で終了せ{奉が, ホテル帰着濱 1 7 時とされてい義 (翠 3 諺為 研究

街承ら芝l℃デルザまでは約 3 k錢凝ので, 寮蘂車惚はどんなに渋滞していても

き Q 珍もぬきからない。 専用車鱗 1 1 時は (}分誇ら 1 7 時まで鞘 5 時閻は

[妻封識癈吏時間節うち, 少なくとも 1 1 嫁は褻狩から 1 謡簑等まで及び 1

6 時券も 1 ァ嫁までの象時間 3 0 分群視察を讓像のない昼淺や小観光な

ど砕視寮繋外隣自薦に充てられている。



事 上記灘灘蕊により, 本件視察について支漱誉討ち 覊万円滋うち, 鼠下の

合計 8 9 万字撻 7 4 円の部分が灘法である。

が} 8 月 1-寮 目 , アラ ンタ ア ル ト国際 空 港 か らホテノ乳をインデ ー コ ンテネ ン

がルまで溥專瀦車費会誇方 5 舒 Q O 円の藝も, 舞資 9 鰕蕊 1 円 (8 淺 G

7 円及び 1裔 % の消費税) を超え義淺方 5 4 7 静円

÷議 黎月 1 7 日, フランクアル ト市内で鐐專鸚車鷺塗 8 方痔鵞 0 0 円藤う

ち, 舞費 6 方 2 6 轆詫円 (4 方掟鷁 6 寮費及び 1 鴛 % 灘消費税) の箋分

の 1 である盪万裔箕 5 1 円を獺丸都娠方 8 7 凝藝円

(覇 8 月 1 8 執 事デルイ アターコンチネンタルからアランタアルト国轢

漿瓣まで誇專幾重費袋 8 方瀝懇護 0 円のうち, 鱗費溌窓 2 1 円を超え為

　　　　 　　　

国 箋月 1 蘂日, ス トック淋ルム国糠空き暮春鳩〆淳γデイジタコンチネン

タルゾ愈デノをま での 専孵 車費 & 字 方 掟 O G 鵞円錐うち淺費 6 方 1 掟 5 5 円

幼 2 奢銹 まで為奉 2 万 6 7 7 8 円を構える 4 舞 9 淺淺鷲円

燐 8 月 錢舒 鷲 ス トック対等ノルム 諦スカ ンディ ラダ コ ンチネ ンタ ル ホテ ル

春らス トックホルム事実嬢まで及びマルメ皺からオアスン糯を穰てスカ

ンデイラク群テルコベンきーゲンまで薄妻溌車代姦 1 6 万円のうち, ス

ト y クホルムでの姿費 9 錢虻) 7 円 , マ ル〆 と コペ ンハー ゲ ン間 薄 襲費 の

2 発議 I｣である 1 方 9 4 6 9 円, 矯進行料築藪詫 4 2 0 円の合計蓮方 7

簔箋 6 円を超える 1 1 万 2 鯵 1 4 円

湖 8 月 鵞 鷲目 , コメミソハ ー ゲン市 内 で翁 專期 車代 窺簾 裟 方郷 Q Q 暮円か

ら褻費の蘂 0 % で為凝 8 方 翁 1 [} 7 円を超える“方箕 8 務 3 円

期 8 月 鷲 8 残 スぬアギイラタホテルコペンハーゲン券らコペンハーゲ

ン国凄窒溝までの專溌車費蕊 4 万 5 0 寮繊円のうち, 鱗礎 1 万 : 1 総裟

円を艇え羞 3 方 2 蘂 8 淺円

(被告誇主張)



海外鱗行費支出癈の淺定に当たっては, 競争原理を触家)れれ擁行業者数社春

ら蕩児穰善によ鰺業者を淺定していること, 議員から提議された艫艘書及びジ

ヱイティービー春ちば》精算書をもって鼬主に精算処理を行っていることか ら

寮費支出滋勢当菱も諺で為奉。

原告は, 視察灘をあの總藁嵐熟議鴛薦による蕊瀦車霧使用があったと主張す

るが, 原告透主観的な億灘又は疑念に基づくも鏥にすぎない。

第 4 摯遂に対す義当裁判所礎判断

1 摯点競に‐鬘いて

麩〕 蕪攪となる事実のと淺 数 覊山県麟会議費の海外観察の旅行費蕪についで

強, 旅費法諦指定職錐職務に為蘂者の外国嫌指に簾する規定鱒擬により壤比も

され奉こととなっているところ, 燕費法 7 条によると, 燕費濱原則ともて最

も凝済約な還樹の鰹藤及び方法菱こま稼旅行した場合の旅費により計算す羞と

されて誇り, 教務上選〉必要又は茨災を鱒槌やむを得褒い事情により最も鰹瀦

掬藝遼瀦の総藤及び方法によ鰺旅行し難い場費に限り, 現によった凝路及び

! 方法によって計算できることとを藝ている。 ところで, 原告は, 小彌及び桑

山群受領した旅費溥うち, 専用車賞, すなわち, 淺嗽車鋒借り上げ を･イヤ

洲) 賞登について問題と し, 専用車を硬瀦せずに多タジ ｣ を利籟すべきで為

“たと して, ダタシー料蕊を超える部分群導法である, …都については, 公

共交通機関を利搦すべきであったとして, を滋養額部勢が滋法褥為義と主張

する。

鱗費淺 7条獲る, 公費議蕊正な支出を国義 癈 から, 最も縦蒲燕を速當撚経

路及び方法によるという原則を規定した遼則籟観蕊であり, 袴藤繩旨は県議

会議員の旗費鍵支出に潟いても姿賀する。 そして, 公費の適正な支出を図る

という鰹礬を童うするた繞には, 倒外に該当せ恭か衝かは競橇に判断すべき

である。 被告は, 繊麗山県展ぬ賞表で為義県議芸議員が, 革蘂肉な生地糯,

橇罪等捧不測鱒事故に濃還ず凝ことを避け羞ため濫獲, 廳瀦車の使用により



毀棄建を穰擬せ蘂ことが壤要であり, また, 強く要請される, 餓観褻糞に対

して嫌議蓉議員として鱒品蕪を保持ず礒必要が為義, 繊複数誇施設, ホテル

及び空港等を効率よく利用するためには, 公共交通機関よりも専用車が薦し

ている, 勘溶視察先等の情報競蟻を義漿的に行うためには, 現地事情に遼じ

た遷簸手付き專溌薹を使用せ義ことが観察自薦藤藏銹ために右熱である, と

主張する。 し春しながち, 醗事件蒋巍寮梵は, 望 ｣ ロラパであって, 治安も

簔淺もて凝 娩 特別に安童性を橇議せ義必要糞礎なく, また, 嬢議会議員と

いえども, 現地において強, 蒼薇というわけでは緩 も 外兄上, …毅の観光

客を疑わらないから, 一般誇蝋糞寮と猛翻して特別に寮童を確保する必要性

はない, 藤藤外灘槐猿発議あり, 専溌牽を藻翳しなければ, 品綻が操持でき

ないというものではない, 鱗複数の施設, ホテル泳が褻溝等を執事よく利用

せ義ために, ギタジーで藤なく専用車を橇期する饗瘢に乏しい, 轉観察箕は

あら滲さじ時計定讓されていためで為為か ら 事前に橇報艘嬢すれば足り, 専用

車を俵瀦ず券襲蕊に乏しい, のであって, 上記載ないし秘の轢曲のみ悟は,

專鸚車の楚用が, ｢擦務上の必要文#まま費その他やむを得ない事情｣ に該当

すあと痣認砕られない。 そこで, 以下鶉に爛々具体約に, 事件において, 鰓

類車の優翔が ｢糞務上藤必要文滲ま支拶をその橇やむを得ない事情｣ に該当ず義

春絲膏春について鹸謝する。

鱗ア 掟遷 1 淺 日 , フラ ンク タ ル ト国 藤率 溝とホテ ルイ ン李 一 コ ンテネ ンが 藤

間に篠いて

説拠 (漿 1 8 ) 鴦こまあと, ブランクアルト国藤空蓬から!事競及び桑山鏡

利孵 したホ テ ルイ ンを * コ ンチネ ンタル“ま では 1 2 k難であり , が タ ジー で

2 鵞勢 (2 6 コ~} 擬) の距離であることが認められる。

そして, 薪をテルゾに向券うだけ總廷なれは, 観察箕へ鱗品位滋操持拳情報艘

築を考え姦必要鷺はなく, 専用車を利用した場合と比轆もて葬ダラーでは

安全性特輯率が襲いという事情も讓あられない“
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した翻って, 衷期車の蔓翔につき f公務上の齋要又は天災その橇やむ菱

楓ない事績｣ があっぜことはいえない。

イ 蘂月 1 7 総, アラソタアル ト市内で灘 ｢ゴミゴ撰ダラム｣ 警視褻につい

て

護拠 く學 4 0 ) にま義と, 廃琵簿フラシゾタアノキ奉拝ず肉鱒橇寮費は, いず

れも市鍵中心部であり, をタシーを利窮できなもち事情中等難事を利鸚した

場合と比穢してギクシトでは安全性亭効率潔襲撃という事情も認赫られな

い。 また, 被告は, 専用車の使用の必要性につき, 観察梵への品位節保持

椛,情報寂葉も挙げるが, 護麹 {群 箋 8 幼 5 な い し 1 Q } によあと, 小幾

及群桑山礎, 鯰月 1 駿溌灘ス トラタ蛾ル姦市内拷鴛 f少子化対簸J及び ｢高

齢化対鱗｣ 施設鱗視察議蕊並びに 8月 2 1 餐溌コベンハ…ゲン市内で鋒チ

ボリ公癩ぬ観察謙糞にはタタジーを橇増 してい義ことが譲效られ, プラン

タアルト市内で好視察について錺みギクシ｣ 藤使用を避けて専嬢車を後類

しなければならない合理麓な理瘢選讓赫られ養い。

したがって, 専用車搦使用につき ｢公務上薄滋要又は天災そ漁獲やむを

得ない事情｣ があっ淺とはいえない。

穿 8 月 1 蘂 嵐 事テルイ ソ奏…コンテギア葱ルゾとフランクタルト国際空蓬

麓皮ついて

上議ア同淺, 専用車樽橇糟につき ｢公務上窮必要文嬢茨愛そ諦總や礎を

端なし、事情｣ があった.とはいえない。

ヱ 8 月 1 8 総 , ス トック ホルゞ 森 灘 際蜜 溝とスぬ ンデイ ラク コ アチキ ン家 燕

群デル閥について

讓麹 (漿 1 燕 2 続 4 れ、犠 4 ) {こまあと, ス トック愈ルム国際空港

春らス トックホルム中央皺までは, 直進の高速列車デー与キノギ菴エタスプ

レス # トレイ ン毅運行 して糞 凝 所要簿間数 1 6 分, 料叢は 1 銭獲謡鬘区

(袋 8 0 0 円) で為 擬 同ホテルは, ス トック承ノしみ中表朧鐐真向かいに



ある。 よって, 奈クシ ｣ ではなく専用車を蒙熟 しなければ麦登楼や蕊率が

愁いという事情観護。あられぜ, また, 鱗デノ焚こ尚券うだけであれば, 観寮

先き、錐品位の操薄暮増資鱗啜葉を考える必要性損ない。

したがって, 専用車の徒嬢につき ｢公漉上ぬ必要又教実美その橇やむを

得ない事情｣ 群あったとはいえない。

オ 8 自 認 0 日 , ス トラタ ホル ム総スカ ンディ ラタ コ ンチネ ンを ルホテノレ,

ストックホルム中央嬢及鬱々ルメ駅, オアスソ矯を凝てスぬ アデイラクホ

テルコハミンノ~ ~ テンまで擁開 く專瀦車橇瀦区間教, マル〆皺みきら熟ぬソデ

イッタホテルコベンき…テンまで} について

証拠 (拝ま4 , 漆 鬘 による と , ス トアダ ホル ム か らマ ル〆 , オアメ ン概

を褻てコベソハ . がンまでは直進列車が簾転きれており, メ トジタ惑ルム

からコペンハーゲンまでこの列車を利用 した場合灘料羞は一人当たり 1 方

8 痿 0 謎円で為姿ことが讓赫られ後。 小関及び難山はマル〆 ~趣下車もて専

用 車 を利 難 しスカ ンディ が妻 薪テ〆がコ ペ ンハ ー ゲ ンへ向 券っ て いる (學 2 1

群, マルメで下車して專瀦車を使用しなければ浚蘂性や効率が塞いという

事情嫁認められず, また, 灘テルメをこ向かうだけであれば, 観察先ん鱗品鏡

の擬椿事橇難癖鱗を考梵義必要性はない。

したがって, 専璃事鍵使用につき 『公務上の必要又は天災その他やむを

得ない事情｣ がありたとはいえない。

滲 8 月 2 錢 既 コべきノハ'｣ ゲン市議で灘淺本貿易機構警視獺についで

誌拠 (攣魂字) によると, 同溌鱗コペンハーゲン市内の視察発は, いず

れも市#)中心部であり, タクジーを利撥できない事情を専用車を利用した

場合と比叢もてタタジ…では安董性や敷率“なべ鸚いという事蒲も認められな

い。 また, 上記イ同溌, 小幾及び桑山は, 8 月 1 暮日及び同月 淺 1 日韓観

察調査には多タ ジ…を痩瀦 しているときからすると, コベアハーゲン市内

で滋観察についてのみタヴシ…繊硬孵を避けて專難事を硬難しなければな



もない合理菌な鰓幽強認捧賤れない。

したがうて, 専用車館後翔に者コき f藝溝上の必要文は天費を鋒他やむを

得ない事情｣ “鑓あったとはいえない。

キ - 轉月笈 3 日 , スカ ンデイ ラク 愈テルザコメミンノ＼… ゲ ンを コ ペ ンハー ゲ ン国

隣峯溝麗超ついて

謎 郷 (攣 礬溌) によ ると , コメミソノ＼｣ ゲ ソ国際率 溝 は, スぬ ンデイ ッタ

ホテ ルコベ ソノ＼｣ ギ ンぬきら約 1 2 k露滋距 離にあ 蝮 タタジ ｣ を利難 した場

合の所要時閥掠箋甕分で為義。 よって, そ節料蕊強怒 0 {) 0 円を超えない

ちび〉と推定される。 ホテル滲もをタジーを荊議することは駕易で為 擬 專

臟車を橇窮する場膏と比べて褒全性亭皺率が濃いきい、う事績残認められ

ず, また, 率溝に瀰惑うだけであれば, 視察糞 ( の品位銹操持寮橇報褻袋

を考える必要性はない。

した額 d て, 專瀦蘂が〉硬籍苺につき ｢公務上銹滋要文は天災その他やむを

得ない事情｣ があったとはいえない。

箋 潔上によれば, 麓山嬢が小撥及び桑山に支払った事件視察錐旅費銹うち, 原

告が主張する各区間の専用車費釜について鯵支出は, 法律上の癈拠がなく, 歩

な《とも, 上誌各庭簾の專瀦吏代金と, 原告が薹張する ｢最も経済萬な通常鱗

孃路及び方法｣ {原告隣主張) をとった場合霧費用と鱗差蕪部分に篠いて毎支

　　　　　　　　

を錺具体蕪塗額は, 鼠下勢合計 4 鵞 万 8 4 0 裔胃である。

ね} 8 月 1 6 目, コランタアルト国藤嚢漉き ホテルイ ンターコンチネンタル閥

について

議拠 (學 1 8 ) によ姦と, フランクタルト国際空港から泰テルノイ ン準一コ

ンチネンタルまでタタジ * を利用 した場費翁料蓬は蕊 3 6 莎 0 円 (約 蘂 ユ

…擬) で薦義ことが認められ, 高くても 6 0 裔 0 円を超えないといえ, 被告

からはこれに反する主張も立護もない。



よって, 専用車賞 8 万饉獲 0 裔胃とタタジーぜ繞濃 0 0 暮円を鱒淺癈淺万円

群遊法な支議と転義。

鱗 8 月 1 7 日 , アラ ンダ ア ル ト市 内 で 鱗 ｢ゴミ ゴロ ダラメ対 等観察について

話捌く翠 4 Q ) 及び詳論の全趣旨によれば, ブランクアルト梺の観察義は,

いずれもホテルメ ンタ * コンテネンがメしから認ないし 6 麹溥麓離内に為 蝮

葬クシ“を利賎 した場合鍵料蕊数 1 万円を超えないと推定きれ, 橇管赤らみ議;

これに痩せ轟主義も或議もない。

よって, 専用車代 8 方 6 泰 0 簑円とタタジ * 賞 1 万円と銹淺癩 7 方 5 繊 撻

0 円が違法な支出を凝る。

{"} 湧月 1 8 日, ホテルをインが一 コ ンチネ ンタ ルララ ンタ アル トを プ ラ ンタ ア

ルト国簾率堆開について

上記ア同様, 専用車賞 8 方郷 0 寡 0 胃とタクシー箕郷 0 裔溌円との菱類 8

万円が漣法な支出と登る。

{導 蘂月 1 麩 日, ス トック該“マレ姦 国 鱗摯 滌とスカ ンデイ ラク コ ンチ菴 ン葬 ルホ

テル闇に穰いて

誌鰹 (縣 1 残 袋 簑 , 4 3 , 4 4 } によ義と, ストツタ嶽ルム国際壁籍か

らストラタ承ルム中愛皺まで, 商議鋒饑速剃車デーランギ 6 エクス プ レス ･

トレイ ンを利孵 した場合鱗料溌凌詐鱗 8 0 0 円 ( 1 馨鵞蘂露区) であり, 当該

ホテル教ス トッタ群ルム事発願捧真施療し、にある銹で, 同壌熱なら当該ホテル

まで鱒がタ ☆ } 料蕪もかからない“ そして, 被告からはこれに反ず後主張も

立証もない。

ようて, 專溌寮費 7 方き 0 0 0 円と高速列車利瀦料蕊 6 裔 Q o 円 (懇礬 0

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

鯖 8 月錢獲 劉 ス トック ホルム 湧ス蕩 ンデイ ッタ コ ンテネ ン鼻!もぐホテ ル , ヌ

トブタホルム中央,皺及びマル〆鰍, オアスン橋を経てメカソディック薪テル

コベンハ ｣ がりまで鍔閥#こういて



証拠 (攣 4 , 8 の 潟 , 2 1 ) によると , ス トック ホルム 春らコベ〉〆ハ ー ゲ

ンまで棒直進列車を利用した擬音諦料蕪は…人当たり 1 方 獺 0 0 円で為

凝 ストツタホルムからマルメまで同劉車を利難 した場合の料蕊強一人当た

り 1 方淺簔寮“円であること潔讓あられる" そ して, 証拠 (鱗 4 7 ) 及び礬

藷霧全趣旨によれば, コベンノ･ち一ゲン中央皺からスカ ンデゼラタ事デルコペ

ソノ~ * ギ ンま で は希 タ ジ… を利 用 しても 1 0 0 暮円を超えないと推淺され,

被告ぬき晦濱これに反“ず奉主張も立証もない。

よって, 專嬢車代、淺 1 6 万円のうち, 同列車をコベンハ { ゲンまで利用 し

た場合の増加勢鱗料蕊 1 万円 (同列車をコベンハーがンまで利期した場合鰺

1 方蘂 O G 亞円とマルメまで利用 した場合の 1 方 8 裔 0 0 円滋淺癩疼獲 o o

円 ×淺人分} 及びコベンハ…ゲンからスカソディックホテルコベンハ…ゲン

までを夕謝 ｣ を利崩した場合の葱タジ一報 1 0 裔藝円撥音計れ万 1 Q O O 円

と鱗淺額に;撥当ず義 1 8 方鯵 0 0 0 円潔癰法な支塒とな煮。

(議 笈逐 裟詫 鼠 コベンきーデン市内で銹淺券簸遼機構等観察にないて

誌鰹 (寧 4 7 }“及蓼弁論の全趣旨によれば, 瀰報のコベンメ＼｣ ギア市内の

視察先は, いずれも市勢中心部であり, メカンディッタホテルコべき" ~…ゲ

ン券ら朧淺総以内に為 魔 タタ が * を利麗 し淺場合薄料翁総 1 万円を纏えな

いと報定され, 饑告券らはこれに痩せ姦主張も立証もない。

よって, 専用車賞 1 2 万郷蓼赫奪円とヂタ シー費 1 万円との淺穰 1 1 お姿

0 0 に}円が礎法な支出とを凝。

翁 8 月 2 3 残 ス斑 ンデイ ラタ 愈テ ルコハミンハ ~ デンとコハミソノ＼* ゲ ン国際

摯籍麓について

溌拠 (攣 謠猛) に まあと , コノミンノ＼* ザ ン国廉空 蟻 巻らス剪 アデイ ッタホ

テルドコメペンノ＼* ゲ ンま で , がク シー を劉籍 も売場合 鍵 料蕪 は祭 0 寮銭円を超

えないも錺と堆定され, 孃告から嫁これに痩せ添主張も立話もない。

よって, 專瀦車報礒万鯛 Q O O 円と森グ シ一代 5 獲 0 0 円との差籟 4 万円



孫蓬蓬な支出となる。

上誌誣獺街蘂勢 4 9 万簇 4 0 【}円については, 小磁及び桑山が旅費として支給

される接種上 ぬ嫌顔がないといえる春ら, 小窩及び桑山は, それぞれを銹簿分

鯵まである斜凝方 9 為 0 0 円を革当利得として麓山県に返還する義滋が為義

(なお, 繭提をなる事実のと霜 嬢 小搬及び桑山は精褻を鰭汽た平成 1 7年慧

月淺裔 郡に麓穰を最終縦に利得もたと乱!~丸義春も 附帯請求薄起算点は劉器の

日の翌日で為為章威 1 7 年 1 自月 1 日春発と癈番ゞ。

そして, 青山は, 平成 1 7 年 8月及び慧月当時の篠山嬢議会事鷲搬総漉議長

で為“て事件親癖鱒拂費について鱗支盪負報行為を専決で褻蕊もた遼であると

こ為, 地方養濯計淺 2 4 3 条霧 2 第 1嚇後段 1号にま蓼撥書籍橇責性を負うた特

には, 同人に支出類類行為の決議につき藪滋又は嫌大な遺失が必要で姦煮が,

同人総裁穢又は重大瘻過失炉あり後ことをう春があせる事情については主張 ◆

立証がない。 したがって, 青山は遼濱資性を負うものではなく, 原告の青山に

ついての請求数理喪がない。

また, 石井は, 癩山県知事として, 事業蘇なに支輯環翅行為をなす橇濃を右ず

淺ところ (地方目橇藩 1 犠溌葵毅号, 鷲 3 2 条鐐 8為 本件に溺いては青山に

專稜犠醸が付与されていた獄上, 青山の財務会計上鞘違法行為をすることを顔.

止すべき指揮監督上溌義務に鱗反し, 麓意又は滋が引こよ凝これを行わなかった

ときに譲り, 鱗山県が被った損害につき籍檄責任を負うもめと擬する鱒が権当

である {最高裁平成き年 1衾月 2 0 日判決 ･ 民葉凌 5 養鯵号 1 4 券 5 賞券照)

が, 石井が, 競意又は選奨により青山霧財務妻計上の逢法行為を難‐止し藝養っ

たことをう券があせる事情については美濃 "立騒がない。 したがって, 石井磯

貝蘂篠竇建を幾うものではなく, 原告弗石井について弗語嬢は灘漉がない“

餐滅ぼ誇

以上によれば, 嬢告の譜 * 顔, 上記翁限度で藤寮が為機稼でこれを讓雰 し

モ鱒兼についてはいずれも襲滋がないので棄却ず凝こととも, 謙譲養鶏の熱類

第 6



について行政事件訴訟撫 7 条, 蘂寮訴訟簇総 1 条, 8 4 条ただし書をそれぞれ

麓挺 して, 主文鞘と潟“判決する。

臘山地方裁判所鸚淺民事部

裁 判 長 裁 判 官 廣 氷 像 行

裁 判 樹 芹 澤 機 競

裁判官山中洋装隊窃 浚を支えに穰き, 署鱗 罐聯弾できない。

裁 判 長 裁 判 官 幾 湧く 伸 行


